
②検査標章（ステッカー）裏面への記載が始まります。
（法定点検未実施車に限ります。）

記載内容の後日訂正は対応いたしかねますのでご理解願います。

点検整備実施状況について

※自動車の使用者には定期点検整備の実施が義務づけられております。
｢点検整備実施状況｣は検査時に提示された点検整備記録簿にて確認します。

軽自動車検査協会
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省略

みほん

記載無し
【受検種別】持込検査車
【検査時の点検整備実施状況】点検整備記録簿記載なし
【受検形態】使用者

みほん
点検整備の実施が確認
できなかった場合は、
法定点検未実施（車検時）
と記載されます。

①車検証の電子化に伴い、車検証の備考欄記載から
ＩＣタグ内への記録に変わります。

みほん みほん
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